
（1）第1323号 日 医 ニ ュ ー ス 〔昭和42年3月4日第3種郵便物認可〕平成28年10月20日

〒113－8621 東京都文京区本駒込2－28－16
電話 03－3946－2121（代）／FAX 03－3946－6295
E-mail wwwinfo@po.med.or.jp
http://www.med.or.jp/

発行所

毎月2回　5日・20日発行　定価　2,400円／年（郵税共）

●	定例記者会見	
	 	 ………………… 3面
●	アジア大洋州医師会連合	
	 （CMAAO）タイ総会	
	 	 ………………… 4面
●	勤務医のページ	
	 	 ………………… 8面

No. 1323
2016. 10. 20

今
村
定
臣
常
任
理
事
の
司

会
で
開
会
。
冒
頭
の
あ
い
さ

つ
で
、
横
倉
義
武
会
長
は
、

公
的
医
療
保
険
制
度
の
意
義

に
触
れ
た
上
で
、
「
高
額
で

市
場
規
模
の
極
め
て
大
き
な

新
薬
の
薬
価
収
載
が
続
い
て

お
り
、
医
療
保
険
財
政
へ
の

影
響
か
ら
国
民
皆
保
険
を
破

壊
す
る
危
険
性
を
目
の
当
た

り
に
し
て
い
る
」
と
危
惧
。

高
額
薬
剤
に
つ
い
て
は
、
適

正
使
用
を
推
進
す
る
と
と
も

に
、
こ
れ
ま
で
製
薬
メ
ー
カ

ー
主
導
で
あ
っ
た
薬
価
算
定

の
仕
組
み
に
つ
い
て
、
公
的

医
療
保
険
制
度
を
堅
持
す
る

視
点
か
ら
中
医
協
の
判
断
力

を
高
め
、
抜
本
的
な
見
直
し

に
取
り
組
ん
で
い
く
と
し
た
。

一
方
、
団
塊
世
代
が
75
歳

を
迎
え
る
２
０
２
５
年
に
向

け
て
、
医
療
、
介
護
を
含
む

社
会
保
障
費
の
更
な
る
増
加

が
見
込
ま
れ
る
中
、
そ
の
財

源
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た

消
費
税
は
、
10
％
へ
の
引
き

上
げ
が
平
成
31
年
10
月
ま
で

延
期
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
消

費
税
の
増
収
分
や
ア
ベ
ノ
ミ

ク
ス
の
果
実
を
社
会
保
障
の

充
実
、
安
定
化
に
適
正
に
活

用
す
る
よ
う
、
引
き
続
き
、

政
府
に
強
く
求
め
て
い
く
と

し
た
。

地
域
医
療
構
想
に
つ
い
て

は
、
「
将
来
の
病
床
の
必
要

量
が
注
目
さ
れ
が
ち
だ
が
、

重
要
な
の
は
将
来
の
姿
を
見

　平成28年度第1回都道府県医師会長協議会が９月20日、日医会館小
講堂で開催された。当日は、10県医師会から「かかりつけ医以外を受
診した場合の受診時定額負担」「高額医薬品対応の動向」など、医療を
取り巻く直近の問題に関する質問並びに要望が出され、担当役員から
回答を行った。

据
え
つ
つ
、
医
療
機
関
の
自

主
的
な
選
択
に
よ
り
、
地
域

の
病
床
機
能
が
収
れ
ん
さ
れ

て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
決
し

て
医
療
費
抑
制
の
ツ
ー
ル
と

し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
今
後
と
も
注
視
し

て
い
く
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
制
度
開
始
が
１
年

間
延
期
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
新
た
な
専
門
医
の
仕
組
み

づ
く
り
に
お
い
て
は
、
地
域

医
療
に
混
乱
を
招
か
な
い
よ

う
慎
重
に
対
応
し
て
い
く
と

し
た
。

そ
の
上
で
、
地
域
医
療
構

想
を
含
む
医
療
計
画
の
策

定
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
研

修
制
度
の
実
施
、
新
た
な
専

門
医
の
仕
組
み
に
お
け
る
協

議
会
や
医
師
の
地
域
・
診
療

科
偏
在
の
解
消
に
取
り
組
む

地
域
医
療
支
援
セ
ン
タ
ー
の

設
置
な
ど
、
都
道
府
県
医
師

会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
は
、

今
後
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ

て
い
く
と
し
て
、
一
層
の
協

力
を
求
め
た
。

協
　
議

（
１
）
認
知
症
疾
患
医
療

セ
ン
タ
ー
の
設
置
要
件
に

つ
い
て

認
知
症
疾
患
医
療
セ
ン
タ

ー
の
設
置
要
件
の
緩
和
等
を

求
め
る
秋
田
県
医
師
会
か
ら

の
質
問
に
は
、
鈴
木
邦
彦
常

任
理
事
が
回
答
。

同
常
任
理
事
は
、
厚
生
労

働
省
老
健
局
認
知
症
施
策
推

進
室
よ
り
、
医
療
資
源
が
乏

し
い
地
域
に
も
認
知
症
疾
患

医
療
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
促

進
す
る
た
め
、
「
診
療
所
型
」

に
つ
い
て
、
平
成
29
年
度
を

目
途
に
、
名
称
変
更
も
含
め

要
件
を
緩
和
し
、
地
域
の
病

院
に
も
設
置
を
可
能
に
し
た

い
と
の
相
談
が
あ
っ
た
こ
と

を
報
告
し
、
今
後
、
厚
労
省

と
協
議
し
て
い
く
と
し
た
。

面
積
割
の
提
案
に
つ
い
て

は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て

必
要
な
認
知
症
疾
患
医
療
セ

ン
タ
ー
の
設
置
は
可
能
で
あ

る
と
の
回
答
だ
っ
た
こ
と
を

紹
介
。
「
精
神
疾
患
の
医
療

体
制
の
構
築
に
係
る
指
針
」

に
国
の
整
備
方
針
と
し
て
掲

げ
ら
れ
た
「
認
知
症
の
鑑
別

診
断
を
行
え
る
医
療
機
関
を

含
め
て
、
少
な
く
と
も
二
次

医
療
圏
に
１
カ
所
以
上
、
人

口
の
多
い
二
次
医
療
圏
で
は

概
ね
65
歳
以
上
人
口
６
万
人

に
１
カ
所
程
度
を
確
保
す
る

こ
と
」
と
の
目
標
は
、
あ
く

ま
で
も
目
安
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
と
し
た
。

ま
た
、
平
成

27
年
の
道
路
交

通
法
改
正
に
よ

っ
て
認
知
症
等

に
関
わ
っ
て
い

る
医
師
の
負
担

が
増
え
る
と
の

懸
念
に
は
、「
地

域
に
よ
っ
て
専
門
医
や
認
知

症
疾
患
医
療
セ
ン
タ
ー
が
偏

在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今

後
は
身
近
な
か
か
り
つ
け
医

へ
の
診
断
書
の
作
成
依
頼
も

増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
」
と
の
見
方
を
示
し
、
協

力
を
求
め
た
。

診
断
書
に
記
載
す
る
検
査

に
つ
い
て
は
、警
察
庁
の「
診

断
書
記
載
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

に
お
い
て
、
「
認
知
機
能
検

査
・
神
経
心
理
学
的
検
査
」

及
び「
臨
床
検
査
」を
原
則
と

し
て
全
て
行
う
が
、「
臨
床
検

査
」
の
う
ち
、
頭
部
Ｃ
Ｔ
、

Ｍ
Ｒ
Ｉ
、
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ｃ
Ｔ
、
Ｐ

Ｅ
Ｔ
等
の
画
像
検
査
は
、
認

知
症
の
判
断
が
可
能
な
場
合

に
は
行
わ
な
く
て
も
よ
い
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し

た
。

（
２
）
か
か
り
つ
け
医
以

外
を
受
診
し
た
場
合
の
受

診
時
定
額
負
担
に
つ
い
て

か
か
り
つ
け
医
以
外
を
受

診
し
た
場
合
の
受
診
時
定
額

負
担
に
関
す
る
山
口
県
医
師

会
か
ら
の
質
問
に
は
、
石
川

広
己
常
任
理
事
が
、「
経
済
・

財
政
再
生
計
画
改
革
工
程

表
」
に
、
「
か
か
り
つ
け
医

以
外
を
受
診
し
た
場
合
に
お

け
る
定
額
負
担
を
導
入
す
る

こ
と
に
つ
い
て
、
関
係
審
議

会
等
に
お
い
て
検
討
し
、
２

０
１
６
年
末
ま
で
に
結
論
を

出
し
、
２
０
１
７
年
の
通
常

国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
」

と
明
記
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
日
医
で
は
定
例
記
者
会

見
（
８
月
３
日
開
催
）
及
び

自
民
党
の
医
療
政
策
研
究
会

役
員
会
（
８
月
25
日
開
催
）

の
場
等
で
、
横
倉
会
長
が
受

診
時
定
額
負
担
の
導
入
に
つ

い
て
反
対
す
る
旨
を
表
明
し

て
い
る
こ
と
を
改
め
て
説

明
。ま

た
、
改
革
工
程
表
で
、

定
額
負
担
の
導
入
が
「
か
か

り
つ
け
医
の
普
及
の
観
点
か

ら
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
①
か
か
り
つ
け

医
普
及
の
観
点
か
ら
で
あ
っ

て
も
、
社
会
保
障
負
担
に
お

い
て
は
患
者
か
ら
更
な
る
一

定
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で

は
な
い
②
受
診
時
定
額
負
担

を
検
討
す
る
前
に
、
高
齢
者

の
金
融
資
産
や
所
得
の
多
寡

に
応
じ
た
負
担
を
検
討
す
べ

き
で
あ
り
、
例
え
ば
高
齢
者

の
薬
剤
負
担
の
あ
り
方
な

ど
、
ま
ず
は
社
会
保
障
の
理

念
に
基
づ
き
、
応
能
負
担
の

議
論
を
先
に
行
う
べ
き

─

と
の
考
え
を
明
ら
か
に
し

た
。そ

の
上
で
、
２
０
１
４
年

の
診
療
報
酬
改
定
で
の
地
域

包
括
診
療
料
・
地
域
包
括
診

療
加
算
の
新
設
や
今
年
４
月

の
改
定
で
の
施
設
基
準
の
要

件
緩
和
等
、
か
か
り
つ
け
医

普
及
の
た
め
の
制
度
的
裏
づ

け
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ

り
、今
、受
診
時
定
額
負
担
が

導
入
さ
れ
れ
ば
、
現
在
の
流

れ
に
水
を
差
す
こ
と
に
も
な

り
、
今
後
の
医
療
提
供
に
重

大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
指
摘
。

ま
ず
は
、
国
民
が
か
か
り

つ
け
医
を
持
つ
よ
う
普
及
に

努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
受
診

時
定
額
負
担
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
日
医

と
し
て
、
引
き
続
き
、
政
府

に
対
し
強
く
働
き
掛
け
て
い

く
と
し
た
。

（
３
）
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
計

画
実
施
事
業
に
つ
い
て

三
重
県
医
師
会
か
ら
の
デ

ー
タ
ヘ
ル
ス
計
画
実
施
事
業

に
関
す
る
問
題
点
を
問
う
質

問
に
は
、
羽
鳥
裕
常
任
理
事

が
回
答
し
た
。

現
状
、
医
師
会
及
び
医
師

の
関
与
な
く
本
事
業
が
進
め

ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
、
「
日
医
は
本
事
業
の
開

始
前
か
ら
懸
念
し
、
対
応
し

て
き
た
」
と
す
る
と
と
も
に
、

生
活
習
慣
病
の
発
症
予
防
・

重
症
化
予
防
、
特
に
保
健
事

業
と
し
て
個
々
の
ハ
イ
リ
ス

ク
者
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
移

行
す
る
際
に
は
、
地
域
医
師

会
、
診
療
所
や
中
小
病
院
を

中
心
と
し
た
地
域
の
か
か
り

つ
け
医
と
の
連
携
が
最
も
重

要
で
あ
る
こ
と
を
国
の
検
討

会
で
も
強
く
主
張
し
、
合
意

が
な
さ
れ
て
い
る
と
説
明
。

そ
の
上
で
、
同
常
任
理
事

は
、
従
来
の
地
域
の
保
健
事

業
の
取
り
組
み
に
関
し
て
、

地
域
医
師
会
等
の
医
療
関
係

者
が
関
与
し
な
い
ま
ま
に
実

施
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実

と
し
て
あ
る
と
し
、
「
引
き

続
き
、
地
域
医
師
会
、
か
か

り
つ
け
医
と
の
連
携
に
よ
る

取
り
組
み
が
各
地
域
で
進
む

よ
う
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利

用
し
て
、
行
政
、
医
療
保
険

者
等
へ
の
更
な
る
働
き
掛
け

を
行
っ
て
い
く
」
と
の
考
え

を
示
し
た
。

ま
た
、
個
人
情
報
保
護
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
「
医
療

に
関
わ
る
情
報
は
機
微
情
報

で
あ
り
、
単
に
法
令
や
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
等
を
順
守
し
て
い

れ
ば
よ
い
と
い
う
問
題
で
は

な
い
。
あ
ら
か
じ
め
事
業
全

体
に
係
る
丁
寧
な
説
明
と
同

意
の
上
で
進
め
る
べ
き
」
と

の
考
え
を
示
す
と
と
も
に
、

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
名
の
下
、

現
在
、
地
域
で
展
開
さ
れ
て

い
る
さ
ま
ざ
ま
な
保
健
事
業

に
つ
い
て
は
、
行
政
、
医
師

会
、
保
険
者
、
サ
ー
ビ
ス
提

供
者
、
学
識
経
験
者
等
が
参

加
す
る
第
三
者
機
関
を
設
置

し
、
事
業
評
価
・
監
視
体
制

の
構
築
に
向
け
た
具
体
的
な

検
討
を
行
う
よ
う
、
厚
労
省

な
ど
の
関
係
当
局
等
に
精
力

的
に
働
き
掛
け
て
い
く
と
し

た
。

（
４
）
日
本
医
師
会
認
定

医
療
秘
書
資
格
取
得
者
の

医
師
事
務
作
業
補
助
体
制

加
算
算
定
の
た
め
の
院
内

研
修
時
間
の
緩
和
に
つ
い

て
滋
賀
県
医
師
会
か
ら
は
、

医
師
事
務
作
業
補
助
体
制
加

算
の
算
定
要
件
と
な
っ
て
い

る
基
礎
知
識
取
得
研
修
に
関

し
て
、
ド
ク
タ
ー
ズ
ク
ラ
ー

ク
と
差
別
化
を
図
る
た
め
に

も
、
日
医
認
定
医
療
秘
書
資

格
取
得
者
が
免
除
さ
れ
て
い

る
時
間
の
更
な
る
緩
和
を
求

め
る
要
望
が
出
さ
れ
た
。

横倉会長
平
成
28
年
度
第
1
回
都
道
府
県
医
師
会
長
協
議
会

都
道
府
県
医
師
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
の

  

重
要
性
を
指
摘
し
、一
層
の
協
力
を
求
め
る

（
２
面
に
続
く
）
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こ
れ
に
対
し
て
、
釜

敏

常
任
理
事
は
、
①
医
師
事
務

作
業
補
助
体
制
加
算
の
算
定

要
件
を
満
た
す
目
的
の
通
信

教
育
で
あ
る
ド
ク
タ
ー
ズ
ク

ラ
ー
ク
と
日
医
認
定
医
療
秘

書
の
資
格
は
性
質
の
異
な
る

も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
診
療
報
酬
上
の
要
件
と

し
て
は
同
格
の
位
置
づ
け
と

な
っ
て
い
る
こ
と
②
平
成
28

年
度
の
診
療
報
酬
改
定
で

は
、
加
算
対
象
病
棟
の
拡
大

と
し
て
療
養
病
棟
や
精
神
病

棟
が
追
加
さ
れ
た
だ
け
で
な

く
、
加
算
１
を
お
の
お
の
10

点
ず
つ
引
き
上
げ
る
と
と
も

に
、
診
断
書
作
成
補
助
や
カ

ル
テ
の
代
行
入
力
に
つ
い
て

は
、
実
施
場
所
を
問
わ
ず
業

務
時
間
に
含
め
る
等
の
要
件

緩
和
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

─
な
ど
を
説
明
。

次
回
改
定
に
向
け
て
は
、

日
医
認
定
医
療
秘
書
資
格
と

ド
ク
タ
ー
ズ
ク
ラ
ー
ク
と
の

取
得
条
件
の
厳
し
さ
の
違
い

を
主
張
し
つ
つ
、
更
な
る
要

件
の
緩
和
に
向
け
て
働
き
掛

け
て
い
く
と
と
も
に
、
全
国

の
医
療
機
関
が
日
医
認
定
医

療
秘
書
を
採
用
で
き
る
よ

う
、
養
成
力
の
強
化
に
も
努

め
て
い
く
考
え
を
示
し
、
理

解
を
求
め
た
。

（
５
）
地
域
医
療
構
想
調

整
会
議
の
あ
り
方
に
つ
い

て
鹿
児
島
県
医
師
会
か
ら

は
、
地
域
医
療
構
想
策
定
後

の
地
域
医
療
構
想
調
整
会
議

に
関
し
て
、
官
と
民
と
の
競

争
の
形
態
が
浮
き
彫
り
と
な

り
、
建
設
的
な
話
し
合
い
を

す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
示

さ
れ
た
。

釜

常
任
理
事
は
、
郡
市

区
医
師
会
長
を
議
長
と
す
る

地
域
医
療
構
想
調
整
会
議
が

大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
の

認
識
の
下
、
「
地
域
医
療
構

想
策
定
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の

中
に
、
「
調
整
会
議
は
地
域

の
医
師
会
が
主
導
し
な
が
ら

地
域
の
実
情
に
応
じ
柔
軟
に

協
議
が
で
き
る
も
の
」
と
の

記
載
を
盛
り
込
ま
せ
た
こ
と

を
説
明
。

ま
た
、
①
「
地
域
医
療
構

想
に
関
す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
」
の
議
論
に
お
い
て
、

厚
労
省
か
ら
「
医
療
機
関
の

役
割
分
担
」
に
関
し
て
、
２

０
０
床
以
上
の
公
立
病
院
を

優
先
し
て
検
討
す
る
と
の
提

案
が
あ
っ
た
際
に
は
、
官
民

格
差
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら

強
く
反
対
し
撤
回
さ
せ
る
と

と
も
に
、
地
域
の
民
間
中
小

病
院
に
十
分
配
慮
し
た
内
容

に
な
る
よ
う
主
張
し
た
こ
と

②
公
立
病
院
へ
の
財
政
措
置

に
関
し
て
、
平
成
27
年
の
総

務
省
通
知
に
よ
り
、
許
可
病

床
数
に
応
じ
た
額
で
あ
っ
た

も
の
が
、
稼
働
病
床
数
に
応

じ
た
も
の
と
な
る
よ
う
是
正

さ
れ
た
こ
と

─
な
ど
に
言

及
。
今
後
も
官
民
の
在
り
方

を
阻
害
す
る
よ
う
な
施
策
が

な
い
よ
う
注
視
し
て
い
く
と

す
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実

情
に
応
じ
た
将
来
の
医
療
提

供
体
制
の
構
築
が
進
む
よ

う
、
引
き
続
き
、
国
へ
働
き

掛
け
て
い
く
と
し
た
。

（
６
）「
骨
太
の
方
針
２
０

１
６
」
に
つ
い
て

奈
良
県
医
師
会
か
ら
は
、

医
師
の
地
域
偏
在
対
策
に
関

連
し
て
、
「
骨
太
の
方
針
２

０
１
６
」
に
明
記
さ
れ
た
、

①
医
学
部
の
地
域
枠
入
学
者

を
今
以
上
に
増
や
す
と
と
も

に
、
専
門
医
は
地
域
ご
と
、

診
療
科
ご
と
の
定
員
枠
を
設

け
る
②
医
療
計
画
に
お
い

て
、
不
足
す
る
地
域
・
診
療

科
等
で
確
保
す
べ
き
医
師
の

目
標
値
を
設
定
す
る
③
診
療

所
等
の
管
理
者
要
件
と
し
て

特
定
地
域
・
診
療
科
で
の
診

療
へ
の
従
事
を
義
務
づ
け
る

─
等
に
対
す
る
日
医
の
見

解
を
問
う
質
問
が
出
さ
れ

た
。羽

鳥
常
任
理
事
は
、
①
に

つ
い
て
、
地
域
枠
の
定
員
増

を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
、
専
門
医
に
関

し
て
も
、
日
本
専
門
医
機
構

に
ま
ず
は
任
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を

説
明
。

②
に
つ
い
て
は
、
厚
労
省

の
医
師
需
給
分
科
会
で
決
め

ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
医

療
計
画
の
見
直
し
に
関
す
る

検
討
会
や
社
会
保
障
審
議
会

医
療
部
会
で
慎
重
に
議
論
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
し

た
。③

に
つ
い
て
は
、
昨
年
12

月
に
示
し
た
日
医
・
全
国
医

学
部
長
病
院
長
会
議
と
の
合

同
提
言
に
お
け
る
提
案
の
一

つ
で
も
あ
る
と
し
た
上
で
、

「
医
師
会
が
自
律
的
に
医
師

偏
在
に
対
す
る
取
り
組
み
を

行
わ
な
け
れ
ば
、
政
府
が
よ

り
厳
し
い
規
制
的
手
法
を
取

っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
か
ね

な
い
」
と
し
て
、
医
師
会
と

し
て
偏
在
対
策
に
取
り
組
む

必
要
性
を
強
調
。

管
理
者
要
件
に
関
し
て

は
、
「
医
療
法
の
改
正
が
必

要
に
な
る
が
、
具
体
的
な
医

師
不
足
地
域
・
診
療
科
の
定

義
、
対
象
と
な
る
医
師
の
範

囲
な
ど
に
関
し
て
は
時
間
を

か
け
て
関
係
者
が
合
意
で
き

る
内
容
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
の
考
え
を
示
す
と

と
も
に
、
改
正
法
の
施
行
ま

で
に
は
十
分
な
期
間
を
設

け
、
地
域
に
混
乱
の
な
い
よ

う
、
慎
重
か
つ
し
っ
か
り
と

し
た
検
討
を
行
う
よ
う
、
厚

労
省
に
強
く
主
張
し
て
い
る

こ
と
を
説
明
し
、
理
解
を
求

め
た
。

（
７
）
定
期
予
防
接
種
の

安
全
実
施
に
向
け
た
予
防

接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
見

直
し
に
つ
い
て

現
行
の
定
期
予
防
接
種
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
、
現
場
が
安

全
実
施
を
行
う
上
で
間
違
い

が
生
じ
に
く
い
よ
う
な
も
の

と
な
る
よ
う
、
弾
力
的
な
見

直
し
を
求
め
る
兵
庫
県
医
師

会
か
ら
の
要
望
に
は
、
釜

常
任
理
事
が
回
答
し
た
。

同
常
任
理
事
は
、
接
種
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
過
密
さ
、
煩

雑
さ
に
よ
る
接
種
事
故
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
認
識

し
て
い
る
と
し
た
上
で
、
厚

生
科
学
審
議
会
予
防
接
種
・

ワ
ク
チ
ン
分
科
会
予
防
接
種

基
本
方
針
部
会
（
９
月
16
日

開
催
）
に
お
い
て
も
、
平
成
27

年
度
の
接
種
時
の
事
故
の
う

ち
、
半
数
が
「
接
種
間
隔
の

間
違
い
」
で
あ
っ
た
と
報
告

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
紹

介
。今

後
議
論
し
て
い
く
上
で

の
課
題
と
し
て
は
、
①
接
種

時
期
を
外
れ
た
こ
と
で
、
予

防
接
種
法
の
健
康
被
害
救
済

措
置
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ

た
事
案
が
起
こ
っ
た
場
合
の

対
応
②
自
治
体
ご
と
、
あ
る

い
は
同
じ
自
治
体
で
も
担
当

者
ご
と
に
解
釈
、
判
断
が
異

な
る
こ
と

─
な
ど
を
挙
げ

た
。そ

の
上
で
、
「
こ
の
問
題

は
、
い
か
に
ヒ
ュ
ー
マ
ン
エ

ラ
ー
を
少
な
く
し
て
い
く
か

と
い
う
制
度
設
計
が
重
要
に

な
る
」
と
の
考
え
を
示
し
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
厚
労
省
に

対
し
て
、
あ
る
い
は
国
の
審

議
会
の
場
を
通
じ
て
、
現
場

の
意
見
を
伝
え
て
い
き
た
い

と
し
た
。

更
に
、
同
常
任
理
事
は
、

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
Ｍ

Ｒ
（
麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
）

ワ
ク
チ
ン
の
問
題
に
つ
い
て

も
言
及
。
「
基
本
的
に
は
、

定
期
予
防
接
種
を
最
優
先
と

し
て
対
応
し
て
も
ら
い
た

い
」
と
要
望
し
た
。

（
８
）
新
規
個
別
指
導
に

つ
い
て	

新
規
指
定
か
ら
、
お
お
む

ね
６
カ
月
を
経
過
し
た
保
険

医
療
機
関
等
に
実
施
さ
れ
る

新
規
個
別
指
導
の
運
用
面
で

の
改
善
を
求
め
る
福
岡
県
医

師
会
か
ら
の
要
望
に
は
、
松

本
純
一
常
任
理
事
が
回
答
し

た
。同

常
任
理
事
は
、
新
規
指

定
保
険
医
療
機
関
等
に
対
す

る
個
別
指
導
は
、
あ
く
ま
で

も
初
心
者
に
対
す
る
教
育
的

な
指
導
で
あ
り
、
個
別
指
導

と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る

と
の
考
え
の
下
に
、
厚
労
省

と
協
議
を
行
い
、
平
成
28
年

度
か
ら
は
診
療
所
10
名
、
病

院
20
名
の
対
象
患
者
名
の
連

絡
に
つ
い
て
、
「
指
導
日
の

４
日
前
」
を
「
１
週
間
前
」

に
早
め
さ
せ
た
こ
と
な
ど
を

説
明
。

そ
の
上
で
、
現
状
の
問
題

点
と
し
て
、
①
返
還
金
は
原

則
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
主
点
検

に
つ
い
て
、
対
象
レ
セ
プ
ト

分
の
み
の
返
還
を
求
め
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
②
新
規
個

別
指
導
の
結
果
、
再
指
導
と

な
っ
た
場
合
、
情
報
提
供
に

よ
る
個
別
指
導
と
同
様
に
、

レ
セ
プ
ト
30
件
で
実
施
さ
れ

て
い
る

─
こ
と
な
ど
を
挙

げ
、
引
き
続
き
、
こ
れ
ら
の

問
題
点
の
改
善
に
向
け
て
、

運
用
の
見
直
し
を
進
め
て
い

く
考
え
を
示
し
た
。

（
９
）
至
近
の
中
医
協
高

額
医
薬
品
対
応
の
動
向
に

つ
い
て

現
在
、
中
医
協
で
進
め
ら

れ
て
い
る
高
額
医
薬
品
の
見

直
し
に
つ
い
て
の
議
論
の
動

向
に
関
す
る
岡
山
県
医
師
会

の
質
問
に
は
、
松
本
（
純
）

常
任
理
事
が
回
答
を
行
っ
た
。

同
常
任
理
事
は
、
「
医
療

保
険
財
政
へ
の
影
響
を
考
え

る
と
、
市
場
規
模
が
極
め
て

大
き
い
高
額
な
医
薬
品
へ
の

対
応
が
喫
緊
の
課
題
」
と
の

認
識
を
示
し
た
上
で
、
「
今

後
、
具
体
的
な
施
策
に
つ
い

て
は
中
医
協
で
議
論
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
が
、
薬
剤
費

の
大
幅
な
抑
制
を
可
能
と
す

る
効
果
的
な
核
心
部
分
の
施

策
と
し
て
は
、
厚
労
省
の
保

険
局
と
医
薬
・
生
活
衛
生
局

の
連
携
の
下
で
検
討
が
進
め

ら
れ
て
い
る
『
新
規
作
用
機

序
医
薬
品
の
最
適
な
使
用
を

進
め
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
（
最
適
使
用
推
進
Ｇ
Ｌ
）』

が
重
要
な
施
策
の
一
つ
に
な

る
と
考
え
て
い
る
」と
説
明
。

ま
た
、
同
常
任
理
事
は
、

①
中
医
協
で
は
、
薬
価
算
定

方
式
、
『
最
適
使
用
推
進
Ｇ

Ｌ
』、
留
意
事
項
通
知
な
ど
、

経
済
性
の
観
点
を
含
め
た
保

険
適
用
の
あ
り
方
を
製
薬
業

界
も
含
め
、
一
体
的
に
オ
ー

プ
ン
な
議
論
を
す
る
こ
と

で
、
薬
剤
費
を
大
幅
に
抑
制

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
主

張
し
た
こ
と
②
製
薬
業
界
か

ら
は
、
『
最
適
使
用
推
進
Ｇ

Ｌ
』
の
策
定
に
つ
い
て
は
、

患
者
の
新
薬
に
対
す
る
ア
ク

セ
ス
を
阻
害
・
遅
延
す
る
こ

と
の
な
い
よ
う
留
意
が
必
要

で
あ
り
、
期
中
改
定
に
は
反

対
す
る
旨
の
意
見
が
出
さ
れ

た
こ
と

─
等
を
報
告
。

「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

引
き
続
き
、
中
医
協
で
議
論

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の

で
、
ご
支
援
を
お
願
い
し
た

い
」
と
述
べ
た
。

（
10
）
勤
務
医
の
医
賠
責

保
険
料
に
つ
い
て

日
医
医
師
賠
償
責
任
保
険

制
度
に
お
け
る
勤
務
医
の
保

険
料
減
額
の
検
討
を
求
め
る

広
島
県
医
師
会
の
要
望
に

は
、市
川
朝
洋
常
任
理
事
が
、

ま
ず
、
「
勤
務
医
の
医
賠
責

保
険
料
の
見
直
し
に
関
し
て

は
、
現
在
、
減
額
の
方
向
で
、

改
定
時
期
、
改
定
内
容
、
保

険
料
に
つ
い
て
、
具
体
的
に

引
受
保
険
会
社
を
含
め
て
検

討
作
業
に
入
っ
て
い
る
」
と

現
状
を
説
明
。

加
え
て
、同
常
任
理
事
は
、

日
医
医
賠
責
保
険
制
度
に
つ

い
て
、
「
会
員
が
紛
争
に
巻

き
込
ま
れ
た
場
合
に
、
会
員

自
身
が
矢
面
に
立
つ
こ
と
が

な
い
よ
う
、
都
道
府
県
医
師

会
、
日
医
が
全
面
的
に
バ
ッ

ク
ア
ッ
プ
す
る
体
制
や
、
厳

密
な
医
学
的
判
断
と
適
正
な

法
律
的
判
断
に
基
づ
く
審
査

体
制
は
、
他
の
民
間
保
険
で

は
ま
ね
で
き
る
も
の
で
は
な

い
」
と
、
本
制
度
の
メ
リ
ッ

ト
を
強
調
し
た
。

そ
の
一
方
で
、「
学
会
等
、

他
の
団
体
に
お
け
る
勤
務
医

保
険
と
比
較
し
た
場
合
に

は
、
保
険
料
に
差
が
あ
る
こ

と
も
事
実
で
あ
る
」と
し
て
、

勤
務
医
の
日
医
加
入
促
進
を

含
め
た
組
織
強
化
と
い
う
観

点
か
ら
も
、
よ
り
魅
力
的
な

制
度
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
の
認
識
を
示
し
た
。

ま
た
、今
後
に
つ
い
て
は
、

「
保
険
料
だ
け
で
な
く
、
補

償
内
容
・
サ
ポ
ー
ト
体
制
と

い
っ
た
総
合
的
な
観
点
か

ら
、
全
て
の
医
師
に
と
っ
て

魅
力
の
あ
る
日
医
医
賠
責
保

険
制
度
に
し
て
い
き
た
い
」

と
述
べ
、
引
き
続
き
の
支
援

を
求
め
た
。

（
１
面
よ
り
）



（3）第1323号 日 医 ニ ュ ー ス 〔第3種郵便物認可〕平成28年10月20日

■■■■■■■■

医
療
費
の
在
り
方
に
つ
い
て

 

～
２
０
１
５
年
度

概
算
医
療
費
か
ら
～

9
月
28
日

横
倉
義
武
会
長
は
、
９
月

13
日
に
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
公
表
さ
れ
た
２

０
１
５
年
度
の
概
算
医
療
費

に
つ
い
て
、
現
在
、
日
医
総

研
に
お
い
て
分
析
を
進
め
て

い
る
こ
と
を
前
置
き
し
た
上

で
、
現
時
点
で
の
分
析
結
果

を
踏
ま
え
、
昨
年
度
の
医
療

費
の
動
向
と
、
医
療
費
の
あ

る
べ
き
姿
の
方
向
性
に
つ
い

て
、
日
医
の
考
え
を
説
明
し

た
。同

会
長
は
、
「
概
算
医
療

費
」
は
、
確
定
ベ
ー
ス
で
は

な
い
審
査
支
払
機
関
に
お
け

る
算
定
ベ
ー
ス
の
診
療
報
酬

の
集
計
で
あ
り
、
２
０
１
５

年
度
の
確
定
し
た
国
民
医
療

費
に
関
し
て
は
来
年
公
表
さ

れ
る
見
込
み
で
あ
る
と
し
た

上
で
、
分
析
結
果
の
概
要
及

び
所
感
を
以
下
の
よ
う
に
説

明
し
た
。

２
０
１
５
年
度
の
医
療
費

は
41
・
５
兆
円
で
、
対
前
年

度
比
は
３
・
８
％
増
。
こ
の

医
療
費
の
伸
び
３
・
８
％
の

う
ち
、
薬
剤
料
（
院
外
処
方

の
み
）
の
寄
与
は
１
・
５
％

と
計
算
さ
れ
、
ま
た
、
Ｃ
型

肝
炎
治
療
薬
等
抗
ウ
イ
ル
ス

剤
の
影
響
は
１
％
程
度
と
推

計
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
２

０
１
６
年
度
の
薬
価
改
定

で
、
ソ
バ
ル
デ
ィ
、
ハ
ー
ボ

ニ
ー
は
市
場
拡
大
再
算
定
の

特
例
を
受
け
て
薬
価
が
大
幅

に
引
き
下
げ
ら
れ

て
い
る
た
め
、
医

療
費
の
２
０
１
６

年
度
の
伸
び
へ
の

影
響
は
薄
ま
っ
て

い
く
も
の
と
思
わ

れ
る
」
と
述
べ
た
。

診
療
種
類
別
の

伸
び
で
は
、
薬
剤

料
（
院
外
処
方
の

み
）

の
伸
び
が

11
・
３
％
と
高

く
、
２
０
１
５
年

度
に
は
高
額
な
Ｃ

型
肝
炎
治
療
薬
が

薬
価
収
載
さ
れ
た

影
響
を
受
け
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
他
に
も
、
薬

価
改
定
の
な
い
年

の
薬
剤
料
は
相
当

の
伸
び
を
示
し
て

い
る
。

医
療
機
関
の
費
用
構
造
に

つ
い
て
は
、
厚
労
省
が
過
去

に
推
計
（
推
計
手
法
は
非
公

開
）
し
た
医
療
機
関
の
費
用

構
造
を
参
考
と
し
て
今
回
推

計
分
と
比
較
し
た
と
こ
ろ
、

10
年
前
と
比
べ
て
人
件
費
が

49
・
１
％
か
ら
47
・
０
％
に

縮
小
し
、
医
薬
品
費
が
20
・

９
％
か
ら
21
・
８
％
に
上
昇

し
た
他
、
材
料
費
及
び
そ
の

他
の
支
出
（
設
備
関
係
費
、

経
費
）
も
増
加
し
て
い
る

（
図
）。

同
会
長
は
、
「
医
療
用
消

耗
品
等
は
技
術
料
か
ら
包
括

し
て
償
還
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ら
の
上
昇
が
医

療
従
事
者
の
人
件
費
を
圧
迫

す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
」

と
指
摘
し
た
。

病
院
・
診
療
所
に
は
全
国

で
３
０
０
万
人
以
上
が
従
事

し
て
お
り
、
２
０
１
４
年
は

２
０
０
２
年
に
比
べ
て
１
・

２
倍
以
上
に
伸
び
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
医

療
分
野
は
他
の
産
業
よ
り
も

雇
用
誘
発
効
果
が
大
き
く
、

特
に
医
療
従
事
者
の
比
率
が

高
い
地
方
に
お
い
て
は
経
済

の
活
性
化
に
多
大
な
貢
献
を

す
る
、
す
な
わ
ち
地
方
創
生

に
つ
な
が
る
」
と
強
調
し
た
。

外
来
医
療
費
の
構
成
比
を

計
算
し
た
と
こ
ろ
、
２
０
０

１
年
度
に
50
・
６
％
で
あ
っ

た
医
科
技
術
料
は
、
２
０
１

５
年
度
に
は
44
・
２
％
に
縮

小
。
一
方
、
外
来
医
療
費
に

占
め
る
薬
剤
料
の
割
合
は

36
・
２
％
に
拡
大
し
た
。

調
剤
技
術
料
に
つ
い
て

は
、
後
発
医
薬
品
調
剤
体
制

今
村
聡
副
会
長
は
９
月
26

日
、
厚
生
労
働
省
を
訪
れ
、

日
医
医
業
税
制
検
討
委
員
会

で
の
検
討
結
果
を
基
に
取
り

ま
と
め
た
、
平
成
29
年
度
の

「
医
療
に
関
す
る
税
制
改
正

要
望
」
を
提
出
し
、
塩
崎
恭

久
厚
生
労
働
大
臣
と
会
談
を

行
っ
た
。

会
談
で
は
、
今
村
副
会
長

が
資
料
を
基
に
、
（
１
）
医

業
経
営
、（
２
）
勤
務
環
境
、

（
３
）
患
者
健
康
予
防
、（
４
）

医
療
施
設
・
設
備
、
（
５
）

そ
の
他

─
に
お
け
る
、「
社

会
保
険
診
療
等
に
対
す
る
消

費
税
に
つ
い
て
、
現
行
の
制

度
を
前
提
と
し
て
、
診
療
報

酬
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
仕

入
税
額
相
当
額
を
上
回
る
仕

入
消
費
税
額
を
負
担
し
て
い

る
場
合
に
、
そ
の
超
過
額
の

還
付
が
可
能
な
税
制
上
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
」
等
、
12

塩崎厚労大臣に
 平成29年度税制改正に関する
                            要望書を提出

今
村
副
会
長

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（％）

49.1 47.9 47.0

20.9 22.2 21.8

6.4 6.2 6.6
5.1 5.1 4.9

18.5 18.6 19.6

その他

委託費

材料費

医薬品費

人件費

2004年度 2009年度 2014年度
厚生労働省推計 今回推計

図　医療費の構成比（推計）

*厚生労働省「平成27年度医療費の動向」「第20回医療経済実態調査」「医療機関の費用構造の推移」
（2012年8月30日医療機関等における消費税負担に関する分科会資料）から作成。訪問看護を除く。

項
目
の
重
点

項
目
を
始
め

と
し
た
計
17

項
目
に
つ
い

て
説
明
を
行

っ
た
（
本
紙

第
１
３
２
１

号
参
照
）
。

今
村
副
会

長
は
、「
数
多

く
の
要
望
が

あ
る
中
で
、

難
し
い
面
も

あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
ぜ

ひ
、
ご
検
討
願
い
た
い
」
と

述
べ
、
日
医
の
要
望
項
目
に

つ
い
て
理
解
を
求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
塩
崎
厚

労
大
臣
は
、
「
要
望
は
し
っ

訃　

報

■
中
村
道
太
郎
氏
（
元
日
医

理
事
）

９
月
20
日
、
死
去
、
１
０

４
歳
。
前
夜
式
が
23
日
、
葬

儀
式
が
24
日
に
名
古
屋
市
内

で
執
り
行
わ
れ
た
。
喪
主
は

ご
子
息
、
暁
氏
。

氏
は
明
治
45
年
愛
知
県
の

出
身
。
昭
和
12
年
名
古
屋
医

科
大
学
卒
業
。
昭
和
27
年
中

村
内
科
開
業
。

愛
知
県
医
師
会
理
事
・
会

長
を
経
て
、
昭
和
53
年
４
月

か
ら
昭
和
55
年
年
３
月
ま
で

日
医
理
事
を
１
期
務
め
た
。

昭
和
61
年
に
は
勲
三
等
旭

日
中
綬
章
を
受
章
し
て
い

る
。

加
算
の
要
件
が
厳
し
く
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
調
剤
基
本

料
は
上
昇
傾
向
が
続
い
て
い

る
。こ

れ
ら
の
分
析
結
果
を
踏

ま
え
、
横
倉
会
長
は
、
「
医

療
費
に
占
め
る
薬
剤
料
の
比

率
が
上
昇
し
つ
つ
あ
る
一
方

で
、
限
り
あ
る
財
源
の
中
で

人
件
費
の
割
合
が
縮
小
し
て

い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
」

と
指
摘
。
経
済
発
展
が
社
会

保
障
の
財
政
基
盤
を
支
え
、

他
方
で
社
会
保
障
の
発
展
が

生
産
誘
発
効
果
や
雇
用
誘
発

効
果
な
ど
を
通
じ
て
日
本
経

済
を
底
支
え
し
て
き
て
お

り
、
社
会
保
障
と
経
済
は
相

互
作
用
の
関
係
に
あ
る
と
強

調
し
た
。

そ
の
上
で
、
最
後
に
同
会

長
は
、
こ
れ
か
ら
年
末
に
か

け
て
厚
労
省
の
平
成
29
年
度

予
算
の
概
算
要
求
に
お
け
る

事
項
要
求
の
折
衝
が
始
ま
る

こ
と
か
ら
、
適
切
な
財
源
の

確
保
と
そ
の
配
分
が
で
き
る

よ
う
、
同
省
の
審
議
会
な
ど

を
通
じ
て
働
き
掛
け
て
い
く

と
と
も
に
、
「
医
療
等
従
事

者
の
確
保
の
た
め
に
も
、〝
モ

ノ
か
ら
ヒ
ト
へ
〟
と
い
う
医

療
費
の
配
分
の
在
り
方
を
、

も
う
一
度
考
え
直
す
べ
き
」

と
い
う
日
医
の
考
え
方
を
主

張
し
て
い
く
と
し
た
。

か
り
お
聞
き
し
た
」と
述
べ
、

今
後
、
厚
労
省
と
し
て
検
討

を
行
う
と
応
じ
た
。

ま
た
、
同
副
会
長
は
、
勤

務
医
の
過
重
労
働
解
消
に
向

け
た
日
医
の
取
り
組
み
を
紹

介
し
た
上
で
、
「
過
重
労
働

状
態
の
医
師
は
自
覚
が
な
く

と
も
疲
弊
し
て
い
る
。
そ
の

よ
う
な
中
で
医
療
を
行
う
の

は
国
民
の
た
め
に
は
な
ら
な

い
」
と
述
べ
、
厚
労
省
に
お

け
る
同
問
題
解
消
に
向
け
た

取
り
組
み
の
検
討
を
要
請
し

た
。塩

崎
厚
労
大
臣
は
、
「
長

時
間
労
働
や
こ
れ
ま
で
の
風

習
を
誇
り
に
感
じ
て
い
る
医

師
も
一
部
に
は
い
る
と
聞

く
」
と
し
た
上
で
、
臨
床
現

場
に
お
け
る
医
師
の
意
識
に

つ
い
て
同
副
会
長
に
意
見
を

求
め
た
。

こ
れ
に
対
し
て
同
副
会
長

は
、
「
そ
う
い
っ
た
医
師
が

い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
労
働
環
境
は
患

者
の
た
め
に
は
な
ら
な
い
」

と
改
め
て
強
調
し
た
上
で
、

今
後
、
医
師
の
間
で
も
意
識

を
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る

と
の
見
解
を
示
し
た
。



日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課（
人
事
・
労
務
） 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／ 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課 
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）
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ア
ジ
ア
大
洋
州
医
師
会
連

合
（
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
）
タ
イ
総

会
が
９
月
14
日
か
ら
16
日
に

か
け
て
、
タ
イ
の
カ
ン
チ
ャ

ナ
ブ
リ
に
お
い
て
開
催
さ

れ
、
横
倉
義
武
会
長
（
Ｃ
Ｍ

Ａ
Ａ
Ｏ
理
事
）
、
松
原
謙
二

副
会
長
、
道
永
麻
里
常
任
理

事
（
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
事
務
総

長
）
、
村
田
真
一
弁
護
士
（
Ｃ

Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
法
律
顧
問
）
が
出

席
し
た
。

総
会
に
は
加
盟
14
カ
国
医

師
会
（
日
本
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
シ
ュ
、

香
港
、
イ
ン
ド
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
、
韓
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
、
ネ
パ
ー
ル
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
台
湾
、
タ
イ
）
か
ら
約

60
名
が
参
加
し
、
欠
席
は
４

医
師
会
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ニ

ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
リ
ラ

ン
カ
、
マ
カ
オ
）
で
あ
っ
た
。

14
日
に
は
、
開
会
式
典
に

先
立
ち
臨
時
理
事
会
が
開
催

さ
れ
、
道
永
常
任
理
事
の
Ｃ

Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
新
事
務
総
長
へ
の

就
任
が
承
認
さ
れ
た
。

開
会
式
典
は
道
永
新
事
務

総
長
に
よ
る
出
席
点
呼
で
開

始
。
サ
ナ
ト
ラ
ナ
・
ワ
イ
カ

ク
ル 

タ
イ
医
師
会
長
の
歓

迎
あ
い
さ
つ
、
ラ
イ
・
ム
ラ 

Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
会
長
（
ミ
ャ
ン

マ
ー
医
師
会
長
）
の
開
会
あ

い
さ
つ
に
引
き
続
き
、
サ

ー
・
マ
イ
ケ
ル
・
マ
ー
モ
ッ

ト
世
界
医
師
会
（
Ｗ
Ｍ
Ａ
）

会
長
、
オ
ト
マ
ー
・
ク
ロ
イ

バ
ー
Ｗ
Ｍ
Ａ
事
務
総
長
に
よ

る
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

ま
た
、
第
34
代
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ

Ｏ
会
長
（
２
０
１
６
─
２
０

１
７
年
）
に
は
、
プ
ラ
サ
ー

ト
・
サ
ル
ン
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ッ
ド 

タ
イ
医
師
会
前
会
長
が
就
任

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

理
事
会
で
は
、
道
永
常
任

理
事
が
事
務
総
長
報
告

を
行
っ
た
他
、
カ
ン
ト

リ
ー
レ
ポ
ー
ト
で
は
松

原
副
会
長
が
、
熊
本
地

震
へ
の
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
加

盟
国
か
ら
の
お
見
舞
い

と
台
湾
医
師
会
に
よ
る

義
援
金
に
対
し
て
感
謝

の
意
を
表
明
。

３
期
目
を
迎
え
た
横

倉
会
長
の
会
務
運
営
に

関
す
る
基
本
方
針
や
国

民
医
療
を
守
る
日
医
の

活
動
、
健
康
寿
命
の
延

伸
、
か
か
り
つ
け
医
を

中
心
と
し
た
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構

築
・
推
進
等
、
日
医
の

政
策
に
つ
い
て
報
告
し
た

他
、
「
か
か
り
つ
け
医
と
は

ど
の
よ
う
な
医
師
か
」
と
の

質
問
に
対
し
て
は
、
日
医
の

考
え
る
「
か
か
り
つ
け
医
」

機
能
の
定
義
を
説
明
し
た

（
な
お
、
「
か
か
り
つ
け
医
」

に
は
英
語
の
適
訳
が
な
い
た

め
、
〝K

a
k
a
r
i
t
s
u
k
e 

Physician

〟

と
表
記
し
、

国
際
的
に
も
通
じ
る
よ
う
使

用
し
て
い
る
）
。

15
日
に
は
、
ま
ず
、
武
見

太
郎
記
念
講
演
が
行
わ
れ
、

マ
ー
モ
ッ
ト
Ｗ
Ｍ
Ａ
会
長
が

「Social 
Determinants 

of 
Health

：
健
康
の
社
会

的
決
定
要
因
」
を
テ
ー
マ
に

講
演
。
横
倉
会
長
は
９
月
５

日
に
日
医
会
館
で
行

わ
れ
た
マ
ー
モ
ッ
ト

Ｗ
Ｍ
Ａ
会
長
の
講
演

（
本
紙
第
１
３
２
２

号
既
報
）
が
多
く
の

参
加
者
に
感
銘
を
与

え
た
こ
と
な
ど
を
説

明
し
た
上
で
、
「
今

2017年CMAAO東京総会の
                                     開催などを了承

アジア大洋州医師会連合（CMAAO）タイ総会

回
の
講
演
は
、
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ

加
盟
国
医
師
会
に
と
っ
て

も
、
将
来
の
医
療
制
度
を
構

築
し
て
い
く
上
で
多
く
の
示

唆
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
」
と
謝
辞
を
述
べ
る
と
と

も
に
、
記
念
の
盾
を
贈
っ
た
。

引

き

続

き

行

わ

れ

た

「Health 
Care 

in 
Dan-

ger
：
危
機
に
さ
ら
さ
れ
る

医
療
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
道
永
常

任
理
事
が
、
外
部
の
勢
力
か

ら
日
本
が
武
力
攻
撃
を
受
け

た
時
の
対
応
を
定
め
た
「
武

力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国

民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
法
律
」
（
国
民
保
護

法
）
を
紹
介
。
都
道
府
県
医

師
会
は
同
法
に
規
定
さ
れ
た

指
定
地
方
公
共
機
関
と
な
っ

て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

続
い
て
、
日
医
の
災
害
医

療
に
関
す
る
取
り
組
み
と
し

て
、
２
０
１
４
年
８
月
に
日

医
が
災
害
対
策
基
本
法
上
の

「
指
定
公
共
機
関
」
に
指
定

さ
れ
た
こ
と
、
２
０
１
５
年

６
月
に
は
、
内
閣
総
理
大
臣

を
議
長
と
す
る
「
中
央
防
災

会
議
」
の
委
員
に
横
倉
会
長

が
任
命
さ
れ
た
こ
と
、
都
道

府
県
医
師
会
は
災
害
対
策
基

本
法
に
基
づ
く
指
定
地
方
公

共
機
関
で
あ
る
こ
と
な
ど
を

報
告
。
〝One 

Health

〟
の

取
り
組
み
も
人
獣
感
染
症
の

脅
威
か
ら
、一
つ
の〝Health 

Care in Danger

〟
で
あ
る

こ
と
に
言
及
し
、
本
年
11
月

に
北
九
州
市
で
開
催
さ
れ
る

「
第
２
回
世
界
獣
医
師
会
・

世
界
医
師
会
〝One 

Health

〟

に
関
す
る
国
際
会
議
」
へ
の

参
加
を
呼
び
掛
け
た
。

総
会
で
は
、
今
回
の
テ
ー

マ
で
も
あ
る
「Health Care 

in 
Danger

：
危
機
に
さ
ら

さ
れ
る
医
療
に
関
す
る
決
議

案
」
に
関
し
て
、
２
０
１
４

年
10
月
の
Ｗ
Ｍ
Ａ
ダ
ー
バ
ン

総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
武
力

衝
突
時
及
び
そ
の
他
暴
力
的

状
況
に
お
け
る
医
療
の
倫
理

原
則
」
を
、
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
と

し
て
再
確
認
す
る
声
明
を
採

択
し
た
。

そ
の
他
、
２
０
１
７
年
の

第
32
回
Ｃ
Ｍ
Ａ
Ａ
Ｏ
東
京
総

会
に
つ
い
て
、横
倉
会
長
が
、 

〝Building of Community 

Healthcare 
System: 

Moving forward to Uni-

versal Health Coverage 

（
Ｕ
Ｈ
Ｃ
）〟
「
地
域
医
療
シ

ス
テ
ム
の
構
築
：
国
民
皆
保

険
の
実
現
に
向
け
て
」
を
テ

ー
マ
と
し
て
、
ヒ
ル
ト
ン
東

京
お
台
場
で
開
催
〔
会
期
：

９
月
13
日
（
水
）
～
15
日

（
金
）〕す
る
こ
と
を
提
案
し
、

了
承
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に

よ
り
、
横
倉
会
長
は
Ｃ
Ｍ
Ａ

Ａ
Ｏ
次
期
会
長
に
就
任
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

ま
た
、
２
０
１
８
年
の
第

33
回
総
会
は
マ
レ
ー
シ
ア

で
、
２
０
１
９
年
の
第
34
回

総
会
は
イ
ン
ド
で
、
そ
れ
ぞ

れ
開
催
さ
れ
る
こ
と
も
了
承

さ
れ
た
。

アジア大洋州医師会連合
（CMAAO）とは

　CMAAO（Confederation of Medical Associa-
tions in Asia and Oceania）は1956年、アジア
大洋州地域の医師の交流促進、国際機関との関
係確立、情報交換などを通じて、地域住民の一
層の保健水準の向上を図ることを目的として、日
医が中心となって設立された連合体である。現在
18カ国医師会が加盟し、世界医師会（WMA）の
地域医師会連合として、WMA内におけるアジア
からの発言力の強化を図っている。
　日医は、事務総長及び事務局の役割を担い、
各国間の情報交換や組織の活性化を支援してい
くなど、主導的役割を果たしている。

キーワード

　本紙第1322号（10月5日

号）の書籍紹介欄に掲載し

た『WMA医の倫理マニュ

アル原著第3版』は、『日

医雑誌』11月号に同梱し

てお届けいたしますの

で、ご活用下さい。

お知らせ

第32回CMAAO東京総会概要

テーマ

“Building of Community Healthcare System; 
Moving forward to Universal  Health 
Coverage （UHC）”「地域医療システムの構築：
国民皆保険の実現に向けて」

会　期 2017年9月13日（水）～ 15日（金）
会　場 ヒルトン東京お台場



日
　

本
　

医
　

師
　

会

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン

総
務
課（
人
事
・
労
務
） 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
３
・
総
務
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
１
／ 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
７
７
・
施
設
課 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
２
７
・
経
理
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
６
・
広
報
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
３
・
情
報
シ
ス
テ
ム
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
５
・
医
療
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
０

介
護
保
険
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
１
・
年
金
・
税
制
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
７
・
生
涯
教
育
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
９
・
編
集
企
画
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
８
・
日
本
医
学
会 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
４
０
・
情
報
サ
ー
ビ
ス
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
２
・
医
学
図
書
館 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
９
２
・
国
際
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
９

総
合
医
療
政
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
４
・
医
事
法
・
医
療
安
全
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
０
６
／
03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
４
・
地
域
医
療
第
一
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
７
・
地
域
医
療
第
二
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
８
・
地
域
医
療
第
三
課 

03
―
３
９
４
２
―
８
１
８
１
・
感
染
症
危
機
管
理
対
策
室 

03
―
３
９
４
２
―
６
４
８
５

医
賠
責
対
策
課 

03
―
３
９
４
２
―
６
１
３
６
・
日
医
総
研 

03
―
３
９
４
２
―
７
２
１
５
・
女
性
医
師
バ
ン
ク 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
２
・
治
験
促
進
セ
ン
タ
ー 

03
―
５
３
１
９
―
３
７
８
１
・
電
子
認
証
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
７
０
５
０
（
防
災
セ
ン
タ
ー 

03
―
３
９
４
２
―
６
５
１
６
・
日
本
医
師
連
盟 

03
―
３
９
４
７
―
７
８
１
５
）

（5）第1323号 日 医 ニ ュ ー ス 〔第3種郵便物認可〕平成28年10月20日

平
成
28
年
度
都
道
府
県
医

師
会
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
担
当
理
事
連

絡
協
議
会
が
９
月
21
日
、
日

医
会
館
小
講
堂

で
開
催
さ
れ

た
。救

急
災
害
医

療
担
当
の
石
川

広
己
常
任
理
事

の
司
会
で
開

会
。
冒
頭
、
あ

い
さ
つ
に
立
っ

た
横
倉
義
武
会

長
は
、
ま
ず
、

本
年
４
月
の
熊

本
地
震
で
の
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
（
日
医

災
害
医
療
チ
ー

ム
）
活
動
へ
の

協
力
に
対
し
て
、
改
め
て
感

謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も

に
、
「
今
回
の
熊
本
地
震
で

救
護
協
定
」
に
つ
い
て
解
説

し
た
。

本
年
度
の
幹
事
医
師
会
で

あ
る
長
崎
県
医
師
会
で
は
、

対
策
本
部
を
設
置
し
て
対
応

に
当
た
っ
た
が
、
①
普
段
か

ら
担
当
者
同
士
の
顔
の
見
え

る
関
係
の
構
築
と
、
さ
ま
ざ

ま
な
状
況
を
想
定
し
た
定
期

的
な
訓
練
②
災
害
医
療
チ
ー

ム
の
派
遣
に
つ
い
て
は
、
派

遣
さ
れ
る
側
の
要
請
に
柔
軟

に
対
応
し
、
派
遣
先
で
の
不

要
な
ト
ラ
ブ
ル
を
極
力
避
け

る
工
夫
③
派
遣
先
で
の
各
チ

ー
ム
の
役
割
分
担
・
日
程
調

整
を
行
う
リ
ー
ダ
ー
的
な
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
養
成

─
が
必
要
で
あ
る
と
し

た
。東

京
都
医
師
会
：
角
田
徹

東
京
都
医
師
会
副
会
長
は
、

５
月
１
～
31
日
に
阿
蘇
地
域

を
中
心
に
行
っ
た
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

活
動
を
踏
ま
え
た
課
題
と
し

て
、
①
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
派
遣
の
契

機
②
活
動
内

容
の
認
識
の

差
③
現
地
情

報
④
現
地
医

師
会
の
認
識

（
要
望
）

等

⑤
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

構
成
メ
ン
バ

ー
⑥
指
揮
・

命

令

系

統

─
の
６
つ

を
挙
げ
て
説

明
し
た
。

静
岡
県
医

師
会
：
レ
シ

ャ
ー
ド
・
カ

レ
ッ
ド
島
田

市
医
師
会
顧

問
は
、
５
月

２
～
６
日
に
熊
本
県
阿
蘇

市
、
大
津
町
、
西
原
村
の
避

難
所
を
中
心
に
、
健
康
チ
ェ

ッ
ク
、
容
態
の
悪
い
患
者
の

診
療
、
衛
生
面
の
相
談
を
行

っ
た
と
説
明
。

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
の
解
決
す

べ
き
問
題
点
と
し
て
、
①
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
独
自
の
調
整
員
の
教

育
と
体
制
づ
く
り
②
具
体
的

な
支
援
内
容
を
定
め
る
③
許

容
さ
れ
る
投
薬
の
範
囲
の
確

定
④
避
難
所
で
行
う
処
置
の

指
針
の
明
確
化
⑤
災
害
用
処

方
せ
ん
の
明
確
な
基
準
、
統

一
し
た
形
式
、
そ
の
保
存
先

の
確
定
⑥
栄
養
面
の
管
理
と

指
導
⑦
介
護
施
設
や
福
祉
施

設
と
の
連
携

─
を
挙
げ
、

「
今
後
の
災
害
に
お
け
る
Ｊ

Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
を
充
実
さ
せ
る

た
め
に
は
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
独
自

の
調
整
機
能
を
果
た
せ
る
職

員
を
養
成
し
、
各
チ
ー
ム
と

本
部
と
の
連
絡
が
随
時
可
能

と
な
る
体
制
づ
く
り
が
不
可

欠
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

兵
庫
県
医
師
会
：
杉
町
正

光
兵
庫
県
医
師
会
理
事
は
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
兵
庫
に
つ
い
て
説

明
す
る
と
と
も
に
、
熊
本
地

震
で
の
益
城
町
に
お
け
る
活

動
に
つ
い
て
報
告
。
今
回
の

派
遣
で
は
、
医
療
ニ
ー
ズ
が

ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
き
、
十

分
な
活
動
が
で
き
な
か
っ
た

と
し
た
上
で
、
「
日
頃
か
ら

地
域
保
健
担
当
医
・
学
校
医

の
視
点
、
地
域
包
括
ケ
ア
活

動
の
実
践
が
必
要
で
あ
る
と

感
じ
た
」
と
述
べ
た
。

ま
た
、
江
口
義
光
同
県
医

師
会
主
任
か
ら
は
、
現
地
で

の
事
務（
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
）

の
活
動
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
課

題
が
浮
上
す
る
中
で
、
本
部

機
能
を
担
う
た
め
の
備
品
不

足
や
情
報
共
有
ツ
ー
ル
の
継

続
的
対
応
等
が
中
心
と
な
っ

た
と
報
告
し
た
。

関
係
者
指
定
発
言

関
係
者
指
定
発
言
で
は
、

森
川
博
司
総
務
省
消
防
庁
救

急
企
画
室
救
急
専
門
官
が

「
救
急
業
務
」、
坂
上
祐
樹
厚

生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療

計
画
課
救
急
・
周
産
期
医
療

対
策
室
長
が
「
平
成
28
年
熊

本
地
震
へ
の
厚
生
労
働
省
の

対
応
等
」、
近
藤
久
禎
Ｄ
Ｍ

Ａ
Ｔ
事
務
局
次
長
が
「
熊
本

地
震
へ
の
対
応
」、
曽
我
明

裕
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
防

災
担
当
）
付
参
事
官（
被
災
者

行
政
担
当
）
付
企
画
官
が
「
災

害
救
助
法
と
の
関
係
」
に
つ

い
て
、そ
れ
ぞ
れ
発
言
し
た
。

協
議協

議
で
は
、
各
都
道
府
県

医
師
会
か
ら
挙
げ
ら
れ
た

「
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
プ
ロ
セ
ス
」

「
情
報
共
有
方
法
」「
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト
機
能
」
「
他
チ
ー

ム
・
他
組
織
と
の
関
係
」「
医

薬
品
等
携
行
品
の
費
用
」
等

に
関
す
る
質
問
・
意
見
に
対

し
て
、
石
川
常
任
理
事
が
回

答
を
行
っ
た
。

最
後
に
、
中
川
俊
男
副
会

長
が
、
「
日
医
に
と
っ
て
大

変
厳
し
い
意
見
も
頂
い
た
が
、

貴
重
な
教
訓
と
し
て
、
Ｊ
Ｍ

Ａ
Ｔ
体
制
の
見
直
し
に
役
立

て
て
い
き
た
い
」と
総
括
し
、

協
議
会
は
終
了
と
な
っ
た
。

出
席
者
は
、
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
参
加
を
含

め
て
１
５
２
名
。

実
験
防
災
訓
練
を
11
月

16
日
に
実
施
予
定
で
あ

る
こ
と
な
ど
を
報
告
し

た
。熊

本
県
医
師
会
：
西

芳
徳
熊
本
県
医
師
会
理

事
は
、
派
遣
要
請
側
の

立
場
か
ら
、
震
災
発
生
直
後

か
ら
の
活
動
を
詳
細
に
報

告
。
「
被
害
状
況
に
関
す
る

情
報
を
収
集
で
き
な
い
状
態

で
、
当
県
だ
け
で
の
対
応
で

は
不
可
能
と
判
断
し
、
県
外

か
ら
の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
派
遣
を

要
請
し
た
」
と
振
り
返
っ
た
。

ま
た
、
各
エ
リ
ア
で
の
被

災
状
況
が
多
様
で
対
応
が
難

し
か
っ
た
こ
と
、
県
と
政
令

指
定
都
市
と
で
二
重
行
政
の

壁
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
問

題
点
を
指
摘
し
た
。

長
崎
県
医
師
会
：
釣
船
崇

仁
長
崎
県
医
師
会
副
会
長

は
、
九
医
連
災
害
医
療
対
策

本
部
の
立
場
か
ら
、
「
九
州

医
師
会
連
合
会
災
害
時
医
療

平
成
28
年
熊
本
地
震
の

  

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
に
お
け
る
課
題
等
に
つ
い
て
協
議

平
成
28
年
度
都
道
府
県
医
師
会
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
担
当
理
事
連
絡
協
議
会

の
活
動
で
指
摘
さ
れ
た
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
を
解
決
し
な
が

ら
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震

や
首
都
直
下
地
震
な
ど
、
次

の
大
規
模
災
害
に
備
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、

災
害
対
策
の
重
要
性
を
改
め

て
強
調
し
た
。

ま
た
、
８
月
末
の
台
風
10

号
に
よ
る
被
害
に
際
し
て

は
、
岩
手
県
医
師
会
に
よ
る

医
療
支
援
活
動
を
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

と
し
て
認
め
た
こ
と
に
つ
い

て
も
報
告
し
、
引
き
続
き
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
へ
の
協
力
を

求
め
た
。

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
報
告

日
医
及
び
５
都
県
か
ら
、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
に
つ
い
て
の

報
告
が
行
わ
れ
た
。

日
医
：
石
川
常
任
理
事

は
、
今
回
の
熊
本
地
震
で
の

活
動
を
中
心
に
、
こ
れ
ま
で

の
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
活
動
に
つ
い
て

説
明
を
行
っ
た
。

今
後
に
つ
い
て
は
、
今
回

の
熊
本
地
震
で
の
活
動
に
お

い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
課
題

等
を
中
心
に
、
会
内
の
「
救

急
災
害
医
療
対
策
委
員
会
」

に
お
い
て
検
討
を
行
う
他
、

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
（
国
立
研
究
開
発

法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機

構
）
等
と
の
首
都
直
下
地
震

を
想
定
し
た
衛
星
利
用
実
証

★★★★★★★
登録件数

問い合わせ先　女性医師支援センター（女性医師バンク）
	 03―3942―6512　 03―3942―7397

登録件数

求人 1,057 件（延べ 5,176 件）、 求職 201 名（延べ 790 名）、
就業及び再研修決定482件（平成28年9月30日現在）

平成28年度　日本医師会女性医師支援センター事業
大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会 

─よりよい男女共同参画を目指して─
（共催：日本医学会連合）の開催について

　日医では、平成25年度より、全国の大学医学部や各医学会の女性
医師支援や男女共同参画の担当者を対象に、日医の取り組みの周知と
各大学、各学会の取り組みについての情報交換を目的に「大学医学部・
医学会女性医師支援担当者連絡会」を開催している。
　今年度は、12月2日に日医会館大講堂において、下記のとおり開催する。
　当日は、日医の取り組みの周知及び各大学・学会の取組事例につい
て発表頂き、その後、参加者との意見交換を実施する予定。なお、昨
年の参加申込者は、68大学・85学会の担当者及び47都道府県医師会
の担当役職員等約200名であったが、本年も多数の参加をお願いしたい。

記
【日時場所】12月2日（金） 連絡会　14時～16時（於：日医会館大講堂）
 茶話会　16時～ （於：日医会館小講堂）
【参加者】 ・ 各都道府県医師会から推薦頂いた、管内の大学医学

部の女性医師支援や男女共同参画の担当者
 ・ 各日本医学会分科会（126学会）の女性医師支援や

男女共同参画の担当者
 ・都道府県医師会担当役員等
【内　容】 1．日本医師会の取り組みについて
 2．事例発表
 　①大学の取り組み（2大学）
 　②学会の取り組み（2学会）
 　　※なお、発表者が決まり次第、連絡する。
 3．意見交換
 　・日医の取り組みについてのご意見、ご要望等
 　・ 各大学、各学会の取り組みについてのご質問等　 

を予定

　新たな展開を図るため、現役の医師によるコーディネートから、専
任のコーディネーターによるコーディネート体制に変更します。
　詳細は、本紙11月5日号に掲載予定。

女性医師バンクのコーディネート体制が変わります
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全
体
で
強
い
危
機
感
を
持
つ

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」

と
し
て
、
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
が

そ
の
第
一
歩
と
な
る
こ
と
に

期
待
を
寄
せ
た
。

続
い
て
、
あ
い
さ
つ
し
た

小
玉
弘
之
秋
田
県
医
会
長

は
、
周
産
期
か
ら
の
子
育
て

事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
こ

と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、

「
子
ど
も
を
虐
待
か
ら
守
る

た
め
に
は
地
域
社
会
の
手
助

け
が
必
要
だ
」
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
積
極
的
な
子

育
て
支
援
に
取
り
組
ん
で
い

く
考
え
を
示
し
た
。

引
き
続
き
行
わ
れ
た
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
（
座
長
：
小
泉
秋

田
県
医
常
任
理
事
）
で
は
、

ま
ず
、
平
野
秀
人
秋
田
県
医

児
童
虐
待
予
防
小
委
員
会
委

員
が
、
県
医
師
会
が
行
っ
て

い
る
「
妊
娠
中
か
ら
の
子
育

て
支
援
事
業
」
の
現
状
を
報

告
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、

①
事
業
の
更
な
る
周
知
②
子

育
て
支
援
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の

育
成
③
子
ど
も
家
庭
支
援
員

や
地
域
住
民
に
よ
る
地

域
ご
と
の
子
育
て
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
づ
く
り

─

等
を
挙
げ
た
。

男
鹿
市
健
康
子
育
て

課
健
康
班
の
加
賀
谷
朱

美
氏
は
、
妊
娠
か
ら
子

育
て
期
ま
で
の
切
れ
目

の
な
い
支
援
の
提
供
を

目
的
と
し
て
、
平
成
27

年
４
月
に
開
設
し
た

「
お
が
っ
こ
ネ
ウ
ボ
ラ
」

に
つ
い
て
、「
助
産
師
・

臨
床
心
理
士
な
ど
専
門

職
員
を
増
員
し
た
こ
と

で
、
産
後
ケ
ア
の
更
な

る
充
実
が
図
れ
た
こ

と
」
「
妊
婦
一
人
ひ
と
り
の

状
況
を
チ
ー
ム
で
把
握
・
共

有
す
る
こ
と
で
、
よ
り
具
体

的
な
支
援
に
つ
な
げ
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
こ
と
」
な
ど

を
紹
介
。
今
後
は
、
多
様
な

ケ
ー
ス
に
対
応
で
き
る
ス
タ

ッ
フ
の
育
成
や
さ
ま
ざ
ま
な

地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携

を
図
っ
て
い
き
た
い
と
し

た
。あ

き
た
母
乳
育
児
を
支
え

る
会
の
齊
藤
貴
子
氏
は
、
今

年
度
県
内
に
導
入
さ
れ
た

「
母
乳
育
児
相
談
補
助
券
」

に
つ
い
て
、
利
用
率
は
増
加

傾
向
に
あ
る
一
方
、
利
用
者

か
ら
は
「
補
助
券
の
利
用
内

容
が
理
解
で
き
ず
、
実
際
に

母
乳
相
談
を
し
た
い
時
に
は

使
用
済
み
で
あ
っ
た
」
な
ど

の
意
見
も
あ
る
こ
と
を
紹

介
。
①
指
導
や
ケ
ア
内
容
の

充
実
と
あ
る
程
度
の
基
準
化

②
利
用
枚
数
の
検
討
③
母
親

が
利
用
し
や
す
い
環
境
整
備

─
等
を
今
後
の
課
題
と
し

た
上
で
、
「
一
人
で
も
多
く

子育ての応援とゼロ歳児からの
                   虐待防止を目指して

「子育て支援フォーラム in 秋田」を開催「
子
育
て
支
援
フ
ォ
ー
ラ

ム
in
秋
田
」
が
９
月
17
日
、

日
医
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
子
ど
も
希
望

財
団
、
秋
田
県
医
師
会
の
共

催
に
よ
り
、
秋
田
市
内
で
開

催
さ
れ
た
。

本
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
子
育

て
支
援
と
児
童
虐
待
防
止
に

向
け
た
啓
発
活
動
、
情
報
提

供
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
平
成
23
年
度
か
ら
開
催

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
小
泉
ひ

ろ
み
秋
田
県
医
常
任
理
事
の

司
会
で
開
会
。
冒
頭
あ
い
さ

つ
で
横
倉
義
武
会
長
（
温
泉

川
梅
代
常
任
理
事
代
読
）
は
、

児
童
相
談
所
に
お
け
る
児
童

虐
待
の
相
談
対
応
件
数
が

年
々
増
加
し
て
い
る
現
状
を

憂
慮
。
「
虐
待
に
よ
る
死
亡

事
例
な
ど
、
悲
劇
が
繰
り
返

さ
れ
な
い
た
め
に
も
、
社
会

の
母
親
が
母
乳
育
児
を
続
け

る
こ
と
が
虐
待
防
止
に
な
る

と
信
じ
、
活
動
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

加
賀
美
尤
祥
社
会
福
祉
法

人
山
梨
立
正
光
生
園
理
事
長

／
山
梨
県
立
大
学
人
間
福
祉

学
部
特
任
教
授
は
、
近
代
化

が
も
た
ら
し
た
家
族
構
造
が

子
育
て
の
〝
私
的
化
〟
へ
と

つ
な
が
っ
て
い
る
と
の
考
え

を
示
す
と
と
も
に
、
児
童
福

祉
施
設
等
の
受
け
入
れ
が
限

界
を
超
え
、
90
％
以
上
の
子

ど
も
達
が
保
護
で
き
な
い
ま

ま
で
い
る
こ
と
等
の
問
題
点

を
指
摘
。

そ
の
上
で
、
本
年
５
月
に

改
正
さ
れ
た
児
童
福
祉
法
に

つ
い
て
、
在
宅
支
援
を
基
本

と
す
る
社
会
的
養
育
を
行
う

よ
う
求
め
て
い
る
他
、
財
政

的
・
人
的
基
盤
の
整
備
は
国

の
重
要
な
責
務
で
あ
る
と
記

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言

及
。
身
近
な
地
域
で
丁
寧
な

子
育
て
支
援
を
し
て
い
く
こ

と
こ
そ
が
虐
待
防
止
に
つ
な

が
る
と
強
調
し
た
。

内
海
裕
美
日
本
小
児
科
医

会
常
任
理
事
は
、
「
絵
本
の

中
の
子
ど
も
達
」
と
題
し
、

子
ど
も
が
望
ん
で
い
る
こ
と

や
発
達
の
様
子
が
的
確
に
描

か
れ
て
い
る
絵
本
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
育
児
不
安
・
不
満
、

育
児
困
難
を
抱
え
る
親
が
子

ど
も
を
理
解
す
る
の
に
非
常

に
有
用
だ
と
し
て
、
各
種
の

絵
本
を
紹
介
。
「
他
の
子
と

比
較
し
た
り
せ
ず
、
自
分
の

子
ど
も
の
良
い
と
こ
ろ
を
き

ち
ん
と
見
て
あ
げ
ら
れ
る
親

を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ

り
、
医
療
者
も
忙
し
い
時
ほ

ど
じ
っ
く
り
診
る
こ
と
を
心

掛
け
る
こ
と
が
子
育
て
支
援

に
は
欠
か
せ
な
い
」
と
し
た
。

そ
の
上
で
、
虐
待
の
連
鎖

は
、
親
で
は
な
く
、
自
分
を

大
切
に
し
て
く
れ
る
人
に
巡

り
会
う
こ
と
で
断
ち
切
る
こ

と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
に
触
れ
、
「
地
域
内

で
日
常
の
声
掛
け
を
行
う
な

ど
、
地
域
の
中
に
は
虐
待
の

連
鎖
を
断
ち
切
る
力
が
あ

り
、
身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
具

体
的
な
支
援
の
手
を
差
し
伸

べ
て
欲
し
い
」
と
訴
え
た
。

な
お
、
日
医
で
は
今
年
度
、

同
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
鹿
児
島
、

富
山
の
２
カ
所
で
行
う
予
定

と
し
て
い
る
。

　ニュースポータルサイト「日医
on-line」では定例記者会見の映像等、
さまざまな情報をご覧頂けるように
なっています。ぜひご活用下さい。

http://www.med.or.jp/nichiionline/
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第3回 医師たちによるクリスマス・チャリティコンサート
鑑賞者募集中

平
成
28
年
度
家
族
計
画
・

母
体
保
護
法
指
導
者
講
習
会

平
成
28
年
度
死
体
検
案
研
修
会（
基
礎
）

◆
主
催
：
日
医
・
厚
生
労
働

省◆
日
時
：
12
月
３
日
（
土
）

午
後
１
～
４
時

◆
場
所
：
日
医
会
館
大
講
堂

◆
参
加
費
：
無
料

◆
申
込
方
法
：
都
道
府
県
医

師
会
を
通
じ
て
行
う
。

◆
申
込
締
切
：
11
月
10
日
（
木
）

◆
主
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

・
講
演

「
地
域
医
療
構
想
に
向
け
て

の
医
師
会
の
取
り
組
み
」（
中

川
俊
男
副
会
長
）

・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

テ
ー
マ
「
周
産
期
医
療
体
制

の
確
保
に
向
け
て
」

①
周
産
期
医
療
体
制
の
現
状

に
つ
い
て
（
岡
井
崇
総
合
母

子
保
健
セ
ン
タ
ー
愛
育
病
院

長
）

②
専
門
医
の
仕
組
み
に
つ
い

て
（
羽
鳥
裕
常
任
理
事
）

〔
指
定
発
言
〕
─

産
婦
人
科

領
域
に
お
け
る
専
門
医
に
つ

い
て
（
平
原
史
樹
国
立
病
院

機
構
横
浜
医
療
セ
ン
タ
ー
院

長
）

③
産
婦
人
科
医
師
の
地
域
偏

在
、
診
療
科
偏
在
に
つ
い
て

（
中
井
章
人
日
本
医
科
大
学

産
婦
人
科
教
授
／
日
本
医
科

大
学
多
摩
永
山
病
院
副
院
長
）

④
最
近
の
母
子
保
健
行
政
の

動
き

─
子
育
て
世
代
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
等
（
神
ノ
田

昌
博
厚
労
省
雇
用
均
等
・
児

◆
主
催
：
日
医

◆
日
時
：
11
月
13
日
（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
５
時
30
分

◆
場
所
：
日
医
会
館
大
講
堂

◆
参
加
対
象
：
医
師

◆
受
講
料
：
無
料

◆
申
込
方
法
：
受
講
希
望
の

方
は
日
医
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://www.med.or.jp/

doctor/anzen_siin/

）
か

ら
申
込
用
紙
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
、
必
要
事
項
を
明
記
の

上
、
日
医
医
事
法
・
医
療
安

全
課
宛
て
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
申

し
込
み
願
い
た
い
。

◆
申
込
締
切
：
11
月
７
日

（
月
）
。
た
だ
し
、
定
員
（
３

０
０
名
）
に
な
り
次
第
締
め

切
る
。

◆
主
な
講
習
内
容
：

・
「
死
体
検
案
に
係
る
法
令

の
概
説
、
死
体
検
案
書
の
作

成
に
つ
い
て
」
（
厚
生
労
働

省
医
政
局
医
事
課
）

・
「
警
察
の
検
視
、
調
査
の

視
点
か
ら
」
（
警
察
庁
の
選

定
の
講
師
）

・
「
死
体
検
案　

総
説
」
（
石

井
晃
日
本
法
医
学
会
理
事
）

・
「
死
体
検
案
の
実
際
」
（
大

木
實
福
岡
県
医
師
会
監
事
）

・
「
救
急
に
お
け
る
死
体
検

案
」
（
横
田
裕
行
日
本
救
急

医
学
会
理
事
）

・
「
在
宅
死
と
死
体
検
案
」

（
福
永
龍
繁
東
京
都
監
察
医

務
院
長
）

・
「
死
体
検
案
に
お
け
る
死

亡
時
画
像
診
断
（
Ai
）
の
活

用
Ｉ
」
（
高
橋
直
也
Ai
学
会

理
事
）

・
「
死
体
検
案
に
お
け
る
死

亡
時
画
像
診
断
（
Ai
）
の
活

用
Ⅱ
」
（
塩
谷
清
司
Ai
学
会

理
事
）

◆
問
い
合
わ
せ
先
：

日
医
医
事
法
・
医
療
安
全
課

〔

03
─

３
９
４
２
─

６
４
８

４
（
直
）

03
─

３
９
４
６
─

６
２
９

５
〕

※
本
研
修
会
は
、
日
医
生
涯

教
育
制
度
の
対
象
と
な
り
、

４
単
位
が
取
得
で
き
る
。

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
公
衆
衛
生
大
学
院

 

（
Ｈ
Ｓ
Ｐ
Ｈ
）武
見
国
際
保
健

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
フ
ェ
ロ
ー
募
集

武
見
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
１

９
８
３
年
に
武
見
太
郎
元
日

医
会
長
の
構
想
で
あ
る
「
医

療
資
源
の
開
発
と
配
分
」
に

着
目
し
た
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

が
、
日
医
の
協
力
の
下
に
同

大
学
公
衆
衛
生
大
学
院
に
設

置
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
毎
年
世
界
各
国

よ
り
10
名
程
度
の
中
堅
の
専

門
家
・
研
究
者
が
フ
ェ
ロ
ー

と
し
て
選
考
さ
れ
、
研
究
活

動
を
行
っ
て
い
る
。

今
年
も
、
下
記
の
と
お
り

フ
ェ
ロ
ー
（
２
名
）
の
募
集

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

希
望
者
は
日
医
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
掲
載
の
募
集
要
項
を

ご
参
照
の
上
、
ご
応
募
願
い

た
い
。

◆
応
募
資
格
：
原
則
と
し
て

40
歳
未
満
の
医
師
ま
た
は
保

健
医
療
分
野
の
研
究
者
。

た
だ
し
、
現
在
米
国
に
滞

在
中
ま
た
は
他
の
団
体
等
か

ら
奨
学
金
を
受
け
て
い
る
方

は
、応
募
対
象
と
な
ら
な
い
。

◆
派
遣
期
間
：
平
成
29
年
８

月
～
平
成
30
年
６
月
（
11
カ

月
）

◆
派
遣
費
用
：
往
復
旅
費
、

滞
在
費
の
一
部
支
給

◆
応
募
期
限
：
平
成
29
年
１

月
13
日
（
金
）（
消
印
有
効
）

◆
問
い
合
わ
せ
・
応
募
先
：

日
医
国
際
課
〔
〒
113
─
８
６

２
１　

東
京
都
文
京
区
本
駒

込
２
─

28
─

16　

03
─

３
９
４
２
─

６
４
８
９

（
直
）03─

３
９
４
６
─

６
２
９
５

j
m
a
i
n
t
l
@
p
o
.
m
e
d
.

or.jp

〕

　日医では、昨年に引き続き、日医会員を含むユニットが演奏する、チャリ
ティを目的とした「第3回医師たちによるクリスマス・チャリティコンサート」
を開催する。
　都道府県・郡市区等医師会のご協力の下、出演希望を募ったところ、定数を
大きく上回る応募があり、選考の結果、出演ユ ニットが決定した。
　ついては、皆さまにご鑑賞頂きたく、ぜひお申し込み願いたい。

日時：12月11日（日）11：30開場・12：00開演
場所：日医会館1階大講堂
入場料：無料（当日、会場にて募金を募る） 

　※集まった募金は、がん患者支援団体等への寄付を予定している。
申込方法：鑑賞希望者は、日医ホームページ（メンバーズルーム）から

専用申込用紙をダウンロードするか、必要事項〔①郵便番号②住所③氏名
④参加人数⑤電話番号⑥ FAX 番号（ FAX で申し込みをする方のみ）〕を漏
れなくご記入の上、｢クリスマス・チャリティコンサート鑑賞希望｣ と明
記し、FAX、メール、郵送のいずれかの方法により申し込み願いたい。
　申込者には、後日、入場はがきを送付する。ただし、希望者が多数の場
合は先着順とし、定員になり次第締め切る。

申込締切：12月5日（月）必着

出演ユニット（合計 10 組）
＜ポピュラー部門＞ 5 組

佐賀市医師会ジャズバンド（佐賀県）
愛と賛歌（広島県）
ドクター ロバート（広島県）
Nossa Bossa Nova（神奈川県）
Gifu HOT SURGEONS（岐阜県）

＜クラシック部門＞ 5 組
デュオシス（大阪府）
東京ドクターズカルテット（東京都）
Joy’s Trio Friends（愛知県）
山口慶子（宮城県）
小田原医師会合唱団（神奈川県）

【オープニング・アクト】JYONIN’S
【プロゲスト】古澤　巌（ヴァイオリニスト）
【司会】濱中　博久（元NHKアナウンサー）

申し込み・問い合わせ先：
日医年金 ･ 税制課　クリスマス ･ チャリティコンサート係
〔〒113-8621　東京都文京区本駒込2-28-16
03-3942-6487（直）　平日9：30~17：00
03-3942-6503
xmascc＠po.med.or.jp〕

※未就学児童の入場は、ご遠慮下さい。

童
家
庭
局
母
子
保
健
課
長
）

◆
問
い
合
わ
せ
先
：

日
医
地
域
医
療
第
三
課
〔

03
─

３
９
４
２
─

８
１
８
１

（
直
）
〕

※
日
本
産
科
婦
人
科
学
会
専

門
医
の
単
位
の
証
明
は
、「
ｅ

医
学
会
カ
ー
ド
」
を
用
い
て

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

で
、必
ず
ご
持
参
願
い
た
い
。

※
当
日
、
会
館
内
に
託
児
所

を
設
置
す
る
予
定
と
な
っ
て

い
る
。
利
用
希
望
者
は
、
申
し

込
み
時
に
ご
連
絡
願
い
た
い
。

ご活用下さい

　日医では、日医認定医療
秘書についてより詳しく知っ
て頂くため、日医ホームペー
ジ内の関連サイトを9月より、
リニューアルしました（http://
www.med.or.jp/medi-sec/
index.html）。
　サイト内には、資格の取得
方法や業務内容を始め、認定養成機関の一覧も掲載していますの
で、ぜひご活用下さい。
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埼
玉
県
に
お
け
る
医
療
事

故
調
査
制
度
の
初
期
対
応

に
つ
い
て

受
付
窓
口
を
一
本
化
し
、

ま
ず
、
届
け
出
が
必
要
な
事

例
が
発
生
し
た
際
、
ま
た
は
、

届
け
出
が
必
要
か
ど
う
か
の

判
断
に
困
っ
た
場
合
は
、
埼

玉
県
医
師
会
医
療
事
故
調
査

制
度
支
援
団
体
受
付
窓
口
へ

連
絡
す
る
（

048
─

８
２
４
─

４
１
９
９　

埼
玉
県
救
急
医

療
情
報
セ
ン
タ
ー
・
大
人
の

救
急
相
談
と
兼
用
。
24
時
間

受
付
対
応
）
。

受
付
終
了
後
、
担
当
者
か

ら
、
施
設
宛
て
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
に

よ
り
初
期
対
応
指
針
一
式
を

送
付
。

午
前
７
時
か
ら
午
後
９
時

ま
で
の
間
は
、
初
期
対
応
役

員
よ
り
折
り
返
し
直
接
連
絡

し
、
午
後
９
時
か
ら
翌
朝
午

前
７
時
ま
で
は
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
の

み
で
対
応
す
る
。

対
応
指
針
に
従

い
、
制
度
の
概
要

や
院
内
事
故
調
査

の
実
施
計
画
な
ど

を
遺
族
に
説
明
し

て
も
ら
い
、

解

剖
・
Ai
の
承
諾
を

得
て
も
ら
う
（
自

院
で
対
応
で
き
な

い
場
合
は
、
支
援

団
体
が
手
配
す
る

仕
組
み
に
な
っ
て

い
る
）。

そ
の
後
、
初
期

対
応
役
員
が
聞
き

取
り
を
行
い
、
他

の
役
員
と
協
議
を

し
、
該
当
事
案
と

判
断
し
た
場
合
、

金沢クリニック理事長／埼玉県医師会副会長　金沢和俊

新
た
な
専
門
医
の
仕
組
み

の
実
施
が
１
年
延
期
と
な
る

こ
と
が
決
定
し
た
。
私
は
神

経
学
を
学
び
始
め
た
後
期
研

修
医
１
年
目
で
あ
る
が
、
心

底
安
堵
し
た
。

今
や
国
家
試
験
合
格
者
の

約
３
分
の
１
が
女
性
で
あ
る

が
、
約
４
人
に
１
人
が
30
歳

代
半
ば
に
一
旦
現
場
を
離
脱

す
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ

る
。
30
代
半
ば
と
い
え
ば
、

専
門
医
取
得
の
直
後
。
そ
れ

ま
で
妊
娠
・
出
産
を
控
え
て

い
る
こ
と
が
伺
え
る
が
、
本

当
に
理
想
ど
お
り
の
人
生
設

計
で
は
な
い
と
思
え
る
。
し

か
し
、
専
門
医
資
格
が
キ
ャ

リ
ア
に
必
須
の
時
代
、
研
修

中
に
休
職
し
て
資
格
取
得
を

遅
ら
せ
る
の
は
、
と
て
も
恐

い
こ
と
だ
。

家
庭
に
関
わ
る
負
担
の
多

く
を
女
性
が
担
う
現
状
の
中

で
、
そ
れ
で
も
男
性
と
同
じ

だ
け
働
く
の
を
当
然
と
す
る

男
性
原
理
が
、
女
性
で
あ
る

私
に
は
重
い
。
ス
タ
ー
ト
地

点
か
ら
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ

プ
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
ガ

ラ
ス
の
天
井
」
以
前
の
問
題

と
思
え
る
。

男
性
か
ら
も
、
長
い
研
修

が
歓
迎
さ
れ
る
と
は
思
え
な

い
。
短
期
間
で
専
門
医
に
な

れ
る
診
療
科
を
選
択
す
る
人

が
、
恐
ら
く
今
後
、
男
女
と

も
に
増
え
る
だ
ろ
う
。
特
に

研
修
期
間
と
妊
娠
・
出
産
と

が
重
な
り
や
す
い
女
性
に
と

っ
て
は
、
診
療
科
選
択
の
自

由
が
今
よ
り
狭
く
な
ろ
う
。

ま
し
て
、今
囁
か
れ
て
い
る
、

行
政
に
よ
る
医
師
定
数
配
置

が
現
実
化
し
た
ら
、
少
な
く

と
も
一
方
が
医
師
の
共
稼
ぎ

「
家
庭
」
は
、
家
庭
で
あ
り

続
け
ら
れ
る
の
か
。

現
案
に
よ
る
と
、
内
科
系

の
臓
器
別
診
療
科
で
は
、
初

期
研
修
後
も
専
門
領
域
の
研

修
に
専
心
で
き
る
わ
け
で
は

な
い
ら
し
い
。
そ
し
て
、
神

経
学
の
専
門
医
取
得
は
、
日

米
英
独
仏
の
比
較
で
日
本
が

最
長
と
な
る
。
私
は
新
制
度

か
ら
辛
う
じ
て
逃
れ
た
が
、

や
り
き
れ
な
い
思
い
で
あ

る
。上

の
世
代
が
そ
う
だ
っ
た

よ
う
に
、
も
っ
と
早
く
専
門

家
に
な
れ
な
い
か
。
修
行
は

効
率
的
で
あ
る
べ
き
だ
。

そ
れ
に
、
私
は
若
い
間
に

子
ど
も
も
欲
し
い
し
、
自
分

で
責
任
を
持
っ
て
育
て
た

い
。
貴
重
な
年
月
を
修
行
だ

け
に
費
や
し
た
く
な
い
の

だ
。

早く一人前になりたい！

倉敷中央病院神経内科　滑川可奈子

平
成
27
年
10
月
に
医
療
事

故
調
査
制
度
が
施
行
さ
れ
た

が
、
埼
玉
県
医
師
会
で
は
平

成
27
年
４
月
よ
り
準
備
を
開

始
し
た
。
４
月
23
日
に
第
１

回
医
療
事
故
調
査
制
度
支
援

団
体
検
討
委
員
会
を
開
催

し
、
７
月
29
日
の
第
３
回
検

討
委
員
会
に
お
い
て
、
埼
玉

県
医
師
会
の
基
本
方
針
を
決

定
し
た
（
表
１
）。

ま
た
、
こ
の
間
に
、
医
療

事
故
調
査
制
度
に
お
け
る
Ai

に
関
す
る
意
見
交
換
会
、
病

理
解
剖
に
関
す
る
意
見
交
換

会
を
開
催
し
、
了
解
事
項
を

取
り
付
け
た
。

そ
し
て
、
８
月
26
日
に
第

４
回
医
療
事
故
調
査
制
度
支

援
団
体
検
討
委
員
会
（
最
終

回
）
を
開
催
し
、
以
下
の
四

つ
の
事
項
に
つ
い
て
了
解
し

た
。

１
．
埼
玉
県
医
師
会
に
常
設

委
員
会
と
し
て
医
療
事
故
調

査
支
援
委
員
会
を
設
置
す
る
。

２
．
院
外
専
門
委
員
の
登

録
・
派
遣
。

主
領
域
・
副
領
域
の
専
門
医

を
選
出
し
、
院
内
調
査
委
員

会
に
派
遣
す
る
。

３
．
初
期
対
応
委
員
の
選
出

（
県
医
師
会
担
当
役
員
）
。

４
．
医
療
事
故
調
査
等
支
援

団
体
連
絡
協
議
会
を
設
置

し
、
支
援
団
体
間
の
総
合
的

な
連
絡
調
整
を
行
う
。

第
１
回
埼
玉
県
医
療
事
故

調
査
等
支
援
団
体
連
絡
協
議

会
は
、
県
内
27
支
援
団
体
が

集
ま
り
、
10
月
８
日
に
開
催

さ
れ
た
。
支
援
団
体
間
相
互

の
連
絡
協
調
を
行
う
こ
と
と

し
、
会
長
に
は
金
井
忠
男
埼

玉
県
医
師
会
長
が
就
任
し

た
。

医
療
機
関
か
ら
セ
ン
タ
ー
へ

報
告
を
す
る
。
更
に
、
支
援

団
体
に
も
相
談
票
を
送
り
、

院
外
調
査
委
員
長
と
な
り
得

る
医
師
、
院
外
調
査
委
員
に

な
る
医
師
や
、
必
要
に
応
じ

て
看
護
師
、
弁
護
士
等

の
手
配
を
行
う
仕
組
み

と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
医
療
事
故
調

査
委
員
長
は
、
院
内
・

院
外
委
員
よ
り
互
選
に

よ
っ
て
選
出
さ
れ
る

が
、
院
外
委
員
が
な
る

の
が
望
ま
し
い
。

６
月
ま
で
に
11
件
の

セ
ン
タ
ー
報
告
事
例
が

あ
る
が
、
解
剖
ま
た
は

Ai
を
実
施
し
た
こ
と
に

よ
り
、
死
因
が
明
ら
か

に
な
っ
た
事
例
が
含
ま

れ
て
い
る
（
表
２
）
。

な
お
、
埼
玉
県
医
師

会
の
医
療
事
故
調
査
支

援
委
員
会
（
会
長
・
副

会
長
２
名
・
常
任
理
事

表１　医療事故調査制度に関する
	 埼玉県医師会の基本方針

１．		埼玉県において、埼玉県医師会が医療事故調査
支援団体となる。

	 	（県内に他の支援団体が指定された場合は、支援
団体間の総合的な連絡調整を行う。）

２．		医師会会員施設だけでなく、非会員医師の医療
施設も対象とする。

	 （助産所、歯科施設も含む。）

３．		当該医療施設等に、調査の中立性、透明性、第
三者性を確保するために、院内事故調査委員会
に対して、支援団体から事故調査委員を派遣す
る。

４．		事故調査委員は、医療事故調査・支援センター、
医学会、県医師会と協力して選出する。

５．	埼玉県医師会に常設委員会を設置する。

で
構
成
）
は
、
現
在
ま
で
に

計
24
回
開
催
さ
れ
た
。

現
在
ま
で
の
問
題
点

（
１
）
全
医
療
機
関
に
対
し
、

医
療
事
故
調
査
制
度
の
理
解

が
十
分
に
得
ら
れ
て
い
な
い
。

（
２
）
遺
族
に
も
悪
い
イ
メ

ー
ジ
が
持
た
れ
る
〝
医
療
事

故
調
査
制
度
〟
と
い
う
ネ
ー

ミ
ン
グ
に
対
す
る
問
題
。

（
３
）
死
亡
事
故
が
発
生
し

た
時
の
院
内
報
告
体
制
が
で

き
て
い
な
い
。

（
４
）
遺
族
の
解
剖
・
Ai
に

対
す
る
理
解
が
得
ら
れ
ず
、

承
諾
を
得
る
の
が
難
し
い

（
医
療
側
に
も
問
題
が
あ
る
）。

（
５
）
支
援
団
体
に
相
談
す

る
ま
で
に
、
院
内
で
の
検
討

が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。

（
６
）
患
者
・
家
族
に
対
す

る
手
術
前
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
十
分
に

な
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
が
埼
玉
県
に
お
け
る

医
療
事
故
調
査
制
度
の
取
り

組
み
と
問
題
点
で
あ
る
。

最
後
に
、
平
成
28
年
６
月

24
日
に
医
療
法
施
行
規
則
を

一
部
改
正
す
る
省
令
が
公
布

さ
れ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き

た
い
。
そ
の
中
で
、
特
に
重

要
な
点
は
、
病
院
等
の
管
理

者
は
、
病
院
等
に
お
け
る
死

亡
事
例
が
発
生
し
た
こ
と

が
、
病
院
等
の
管
理
者
に
速

や
か
に
報
告
さ
れ
る
体
制
を

確
保
す
る
と
い
う
こ
と
が
明

記
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

今
後
は
、
遺
族
か
ら
の
申

し
出
も
増
加
す
る
と
思
わ

れ
、
各
都
道
府
県
医
師
会
に

お
い
て
も
、
今
ま
で
以
上
に

支
援
団
体
と
し
て
の
体
制
の

整
備
が
望
ま
れ
る
。

表2　埼玉県における取扱件数
（平成28年6月現在）

相談 該当＊ 解剖 Ai 解剖／Ai

平成27年度 23 8 3 4 0

平成28年度 6 3 2 6 3

合計 29 11 5 10 3

＊該当11件の内訳：外科５、整形外科２、産科２、循環器１、脳外科１


